
任期2年：令和７年度総会承認（R7-7-26）～令和９年度総会迄

会　　長(1)

　佐藤　仁是 （１３Ｅ） 　石黒　利幸 （１４ｅ）

　坂爪　裕介 （２９Ｅ） －

　吉澤　和久 （１３Ｍ） 　五十田　規 （１７Ｅ）

　加藤　知巳 （２０Ｍ） 　堀田 　宏  （２０ｅ）

　小鍛冶　就也 （２７Ｍ） －

会　　計(1)

会計監査(2) 　建石　信浩 （２９Ｍ） 　五十嵐　宏明 （３１Ｓ）

　笠原　由博 （１Ｅ） 　田辺 　篤  （３Ｅ）

　谷内田　秋雄 （３ｅ） 　長谷川　貢 （５Ｍ）

　藤原 　繁  （５ｅ） 　阿部　英司 （６Ｍ）

　佐藤　俊英 （６Ｅ） 　島倉 　弘  （６Ｅ）

　土田　勝男 （９Ｅ） 　関口　敬三 （１０Ｍ）

　南場　恭夫 （１１Ｍ） 　遠藤 　孝  （１１Ｍ）

　大滝　正範 （１４ｅ） 　斎藤 　靖  （２０ｅ）

　石井　英夫 （２８ｅ） 　荒澤　浩和 （３４Ｍ）

　小柳　新一（１Ｅ） 　岡村 　茂  （１Ｍ）

　高塚　則明（８ｅ） 　川内 　勝  （１３Ｅ）

※（ ）内、数字は卒業期

※（ ）内、英字は卒業科…Ｍ＝機械科　Ｅ＝電気科　ｅ＝電子科　Ｓ＝機械システム科

顧　　問(4)

新潟県立新津工業高等学校同窓会　役員・評議員・顧問名簿

　山田　秀樹 （１２ｅ）　※１２回生 電子科卒

副 会 長(3)

幹　　事(5)

　大野　和也 （１５Ｍ）

評 議 員(16)



  

 

 
 

新潟県立新津工業高等学校同窓会会則 

 

 

 

【第１章】 総  則 

 

第１条  本会は新津工業高等学校同窓会と称し、事務局を新津工業高等学校内に置く。 

 

第２条   本会は会員相互の親睦を計り、母校の発展に貢献することを目的とする。 

 

第３条   本会会員は下記によるものとする。 

      ・正会員／母校の卒業生   ・特別会員／母校の職員ならびに旧職員 

 

 

【第２章】 役  員 

 

第４条   本会に次の役員を置く。 

会   長  １名   評議員会で推薦、総会で承認を受ける。 

副 会 長  若干名  会長が推薦、評議員会で承認を受ける。 

幹   事  若干名  会員中より会長が委嘱する。 

会   計  １名   評議員会で推薦、総会で承認を受ける。 

   会 計 監 査  ２名   会員中より選出する。 

 

第５条   役員の任期は２カ年とする。但し再任を妨げない。 

 

 

【第３章】 職 別 及 び 機 関  

 

第６条 会長は本会を代表し、一切の会務を総理。必要に応じて評議員会・総会を 

開催する。  

    ２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長の任務を代行する。 

    ３ 幹事は会長の指示に従い、必要とする事務全般を行う。 

    ４ 会計は本会の会計事務全般を行う。 

     ５ 会計監査員は会計を監査する。 

 



  

 

第７条  本会には審議機関として評議員会を置き、役員と評議員で構成する。 

    ２ 評議員は若干名とし、会員中より会長が推薦、評議員会で承認を受ける。 

    ３ 評議員会は、本会運営に関する総会議案等を審議する。 

 

第８条 本会の最高議決機関は総会とし毎年１回これを開く。但し、評議員会の要望によ

り必要に応じて臨時総会を開くことができる。 

    ２ 総会では、会則改正・会務・会計など評議員会から提出されたものを審議す

る。 

 

第９条 本会には顧問をおくことができる。顧問は、本会の発展に貢献した者を評議員会

で推薦し会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応ずる。 

 

第１０条 本会員１０名以上居住する地区、または職場に支部を設置することができる。 

 

 

【第４章】 会 計 事 務 

 

第１１条 本会の会計年度は毎年４月 1 日より翌年３月３１日とする。 

 

第１２条 本会の経費は正会員の会費及び寄付金で充当する。 

 

第１３条 本会の会費は入会金及び特別会費とし、入会金は卒業時に一括納入する。 

 

 

【第５章】 附  則 

 

第１４条  本会則は昭和４１年３月７日より施行する。 

 

      昭和４５年８月１５日改正    昭和５６年１１月８日改正 

      昭和６１年１２月７日改正    平成元年１１月１２日改正 

      平成７年１１月１２日改正    平成１５年１０月２５日改正 

      平成１８年１１月１１日改正    平成２３年７月１６日改正 

      平成２５年６月８日改正 

 

 




